
戦
後
台
湾
に
お
け
る
「
国
語
」

　
　
　
　
　
魏
建
功
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て

運
動
の
展
開

黄

英

哲

戦後台湾における「国語」運動の展開

は
じ
め
に

一
　
国
府
の
台
湾
文
化
再
構
築
政
策

　
H
　
「
台
湾
接
管
計
画
綱
要
」

　
口
　
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
の
具
体
策

二
、
魏
建
功
の
赴
台

　
の
　
戦
後
初
期
の
「
国
語
」
学
習
状
況

魏
建
功
の
赴
台

三
、
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
設
立

　
日
　
魏
建
功
の
構
想

　
口
　
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
設
立
と
工
作
内
容

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
一
九
四
五
年
、
台
湾
は
日
本
の
植
民
地
支
配
を
脱
し
、
中
華
民
国
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
に

　
（
1
）

な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
五
〇
年
に
及
ぶ
植
民
地
支
配
の
間
、
日
本
は
、
統
治
の
た
め
に
初
等
教
育
の
普
及
に
力
を
入
れ
、
台
湾
に
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

本
文
化
を
移
植
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
の
目
的
は
、
教
育
を
通
じ
て
台
湾
人
に
日
本
人
と
し
て
の
国
民
意
識
、
国
家
思
想
を
植
え

つ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
同
化
政
策
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
三
七
年
日
中
戦
争
が
勃
発
し
て
か
ら
は
、
さ
ら
に
皇
民

化
運
動
を
推
進
し
、
新
聞
の
漢
文
欄
の
廃
止
や
台
湾
民
間
信
仰
の
禁
止
、
神
道
の
押
し
つ
け
を
行
い
、
台
湾
各
地
に
皇
民
練
成
所
を

設
立
し
た
。
日
本
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
軍
国
主
義
思
想
で
も
っ
て
台
湾
青
少
年
を
皇
民
と
な
す
教
育
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
の
中
で
、
台
湾
人
が
自
ら
を
日
本
人
だ
と
認
識
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
厳
密
な
統
計
は
無
い
が
、
台

湾
の
著
名
な
文
学
者
葉
石
濤
（
一
九
二
五
1
）
は
、
終
戦
の
段
階
で
は
す
で
に
台
湾
の
人
口
中
三
分
の
二
ま
で
が
日
本
化
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
と
い
う
。
彼
自
身
も
、
台
湾
語
が
話
せ
な
か
っ
た
。
三
分
の
二
と
い
う
の
は
個
人
的
な
感
触
で
は
あ
る
も
の
の
、
終
戦
当
時
の
台

湾
の
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
推
定
に
よ
れ
ば
、
終
戦
前
夜
の
台
湾
に
お
け
る
日
本
語
普
及
率
は
七
〇
％
前
後
で
あ
る
。
当
時
の
台
湾
の
人
口
は
約
六
〇
〇
万
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
る
か
ら
、
日
本
語
の
使
用
人
口
は
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
四
二
〇
万
に
も
達
す
る
。
戦
後
初
期
の
台
湾
は
、
中
国
に
「
復
帰
」
し

た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
ま
だ
日
本
語
文
化
の
圏
内
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
台
湾
人
の
言
語
状
況
に
つ
い
て
、

台
湾
籍
で
当
時
台
湾
大
学
中
国
文
学
科
助
教
授
の
呉
守
礼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
台
湾
人
の
言
語
層
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
老
人
、
中
年
、
青
少
年
で
あ
る
。
老
人
層
て
は
、
五
十
年
来
日
本
語
を
学
ぶ
機
会
の
な
か
っ

　
た
と
い
う
一
部
の
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
知
識
人
の
言
語
は
お
お
む
ね
台
湾
語
で
あ
る
。
生
活
語
も
台
湾
語
で
は
あ
る
が
、
語
彙
の
中
に

　
少
な
か
ら
ぬ
日
本
語
や
そ
の
語
法
が
入
り
こ
ん
で
い
る
。
中
年
層
で
は
、
日
本
語
に
習
熟
し
て
い
な
い
一
部
分
を
除
い
て
、
お
お
む
ね
日
本
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語
を
よ
く
操
り
、
日
本
語
を
読
み
書
き
し
、
あ
る
い
は
受
け
た
日
本
教
育
に
よ
っ
て
発
想
や
思
考
が
日
本
語
の
語
法
と
な
っ
た
者
も
い
る
。

こ
の
層
の
人
は
、
あ
る
い
は
と
て
も
流
暢
な
母
語
〔
台
湾
語
〕
を
話
す
が
、
母
語
は
す
で
に
社
会
か
ら
家
庭
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た

た
め
、
日
本
語
で
も
の
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
台
湾
語
の
根
幹
に
揺
る
ぎ
は
な
い
も
の
の
、
枝
葉
は
す
で
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
。
青
少

年
、
こ
の
層
は
、
日
本
語
を
完
全
に
習
得
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
台
湾
語
を
全
く
話
せ
な
い
者
も
あ
り
、
実
際
に
は
最
も
日
本
語
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

離
脱
で
き
な
い
層
な
の
だ
。

戦後台湾における「国語」運動の展開

　
言
語
で
す
ら
こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
文
化
に
つ
い
て
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。

　
当
時
の
国
府
に
と
っ
て
、
新
た
に
受
け
入
れ
た
非
「
国
民
」
ー
す
な
わ
ち
日
本
化
さ
れ
た
台
湾
人
1
を
如
何
に
「
国
民
」
化

す
る
か
は
、
台
湾
統
治
の
最
優
先
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
台
湾
を
「
中
国
」
化
し
、
台
湾
人
を
「
中
国
人
」
化
す
る
こ
と
を

意
味
し
た
。
こ
の
時
期
、
国
府
は
台
湾
を
「
中
国
」
化
す
る
た
め
の
文
化
政
策
を
採
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
台
湾
の
文
化
再
構
築
を

強
力
に
推
進
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
台
湾
を
中
国
文
化
圏
に
組
み
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
文
化
再
構
築

（
盆
ぎ
轟
＝
Φ
8
塁
R
⊆
＆
o
昌
）
と
は
、
国
家
体
制
を
よ
り
堅
固
な
も
の
に
す
る
た
め
、
文
化
を
人
為
的
に
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
文
化
は
自
然
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
上
か
ら
或
い
は
外
か
ら
、
強
制
さ
れ
た
文
化
な
の
で
あ
る
。
日
本
に
代
わ
っ

て
新
し
い
統
治
者
と
な
っ
た
国
府
が
文
化
問
題
か
ら
着
手
し
た
の
は
、
台
湾
を
日
本
文
化
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
ち
、
台
湾
人
に
中
華

民
国
の
国
民
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
た
め
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
本
文
は
、
戦
後
初
期
の
国
府
の
台
湾
文
化
再
構
築
政
策
の
一
つ
、
「
国
語
」
H
北
京
語
運
動
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
中

国
の
著
名
言
語
学
者
で
あ
る
魏
建
功
（
一
九
〇
一
1
］
九
八
○
）
が
「
国
語
」
運
動
に
果
た
し
た
役
割
を
考
察
し
た
い
。
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一
　
国
府
の
台
湾
文
化
再
構
築
政
策

　
e
　
「
台
湾
接
管
計
画
綱
要
」

　
日
本
の
敗
戦
に
先
立
つ
一
九
四
三
年
十
一
月
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
米
大
統
領
は
、
中
国
が
戦
線
を
離
脱
し
て
、
先
に
日
本
と
単
独
で

講
和
す
る
懸
念
を
も
ち
、
そ
れ
を
牽
制
す
る
意
図
も
あ
っ
て
、
チ
ャ
ー
チ
ル
英
首
相
と
と
も
に
、
当
時
の
中
国
の
最
高
指
導
者
蒋
介

石
軍
事
委
員
会
委
員
長
を
招
請
し
て
、
カ
イ
ロ
会
議
を
開
い
た
。
そ
こ
で
、
「
満
州
、
台
湾
及
び
膨
湖
島
の
如
き
、
日
本
国
が
清
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

人
か
ら
盗
取
し
た
す
べ
て
の
地
域
を
、
中
華
民
国
に
返
還
す
る
こ
と
」
と
い
う
声
明
が
出
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
一
九
四
四
年
四
月
一
七
日
、
台
湾
を
円
滑
に
中
国
に
接
収
せ
し
め
る
た
め
、
蒋
介
石
は
、
中
央
設
計
局
の
下
に
台
湾
調
査
委
員
会

を
設
置
し
た
。
彼
は
、
新
た
に
設
置
し
た
台
湾
調
査
委
員
会
の
主
任
委
員
と
し
て
、
陳
儀
を
任
命
、
委
員
に
は
、
王
荒
生
、
沈
仲
久
、

銭
宗
起
、
夏
濤
聲
、
周
一
鴇
、
葛
敬
恩
、
及
び
、
当
時
中
国
に
亡
命
し
て
い
た
台
湾
出
身
の
丘
念
台
、
謝
南
光
、
黄
朝
琴
、
游
彌
堅

　
　
　
　
（
9
）

ら
を
任
命
し
た
。

　
台
湾
調
査
委
員
会
が
主
た
る
任
務
と
し
た
の
は
、
台
湾
を
接
収
す
る
た
め
の
計
画
と
立
案
で
あ
る
。
ま
ず
着
手
し
た
の
は
「
台
湾

接
管
計
画
綱
要
」
の
草
案
作
製
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
綱
要
」
は
、
蒋
介
石
の
裁
定
を
経
、
一
九
四
五
年
三
月
壬
二
日
に
至
り
、
よ
う

や
く
正
式
に
公
布
さ
れ
た
。
「
台
湾
接
管
計
画
綱
要
」
は
、
第
一
通
則
、
第
二
内
政
、
第
三
外
交
、
第
四
軍
事
、
第
五
財
政
、
第
六

金
融
、
第
七
工
鉱
商
業
、
第
八
教
育
文
化
、
第
九
交
通
、
第
十
農
業
、
第
十
一
社
会
、
第
十
二
糧
食
、
第
十
三
司
法
、
第
十
四
水
利
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

第
十
五
衛
生
、
第
十
六
土
地
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
台
湾
接
収
の
綱
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
接
収
後
、
戦
後
初
期
台
湾
に

お
け
る
施
政
方
針
の
基
本
と
な
っ
た
事
項
で
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
戦
後
の
台
湾
文
化
再
構
築
に
関
し
て
は
、
そ
の
第
一
通
則
の

（
n
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

（
4
）
、
並
び
に
第
八
教
育
文
化
の
（
4
0
）
～
（
51
）
に
、
基
本
的
原
則
並
び
に
具
体
的
方
策
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
本
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
国
語
」
運
動
に
つ
い
て
は
、
（
4
4
）
に
見
え
て
い
る
。
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接
収
管
理
後
は
、
国
語
［
中
国
語
］
の
普
及
計
画
を
定
め
、
期
限
を
切
り
段
階
を
経
て
実
施
す
べ
し
。
小
中
学
校
は
国
語
を
必
修
科
目
と

し
、
公
務
員
教
員
が
、
ま
ず
国
語
を
用
う
べ
し
。
各
地
方
に
設
け
ら
れ
て
い
た
日
本
語
講
習
所
は
、
た
だ
ち
に
国
語
講
習
所
に
改
組
し
、
か

つ
、
国
語
教
師
を
ま
ず
訓
練
す
べ
し
。

台
湾
の
文
化
再
構
築
政
策
は
、
戦
争
終
結
の
約
五
カ
月
前
に
、
す
で
に
こ
の
よ
う
に
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

戦後台湾における「国語」運動の展開

　
口
　
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
の
具
体
策

　
一
九
四
五
年
八
月
二
九
日
、
台
湾
調
査
委
員
会
の
主
任
委
員
陳
儀
は
、
戦
後
初
期
に
お
け
る
台
湾
の
最
高
統
治
機
関
で
あ
る
台
湾

省
行
政
長
官
公
署
の
行
政
長
官
に
任
命
さ
れ
、
十
月
二
四
日
、
台
湾
に
赴
き
、
翌
二
五
日
、
中
国
は
台
湾
を
正
式
に
接
収
し
た
。
そ

の
際
、
陳
儀
は
、
第
十
方
面
軍
司
令
官
兼
台
湾
総
督
安
藤
利
吉
を
、
新
た
に
台
湾
地
区
日
本
官
兵
善
後
連
絡
部
長
と
し
た
。
十
一
月

初
に
開
始
さ
れ
た
接
収
は
、
翌
一
九
四
六
年
四
月
末
、
す
べ
て
そ
の
手
続
き
を
完
了
し
た
。

こ
の
台
湾
接
収
工
作
は
、
政
治
、
経
済
、
文
化
の
三
つ
の
分
野
に
分
け
ら
れ
る
。
当
時
そ
れ
は
、
「
政
治
建
設
」
、
「
経
済
建
設
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
心
理
建
設
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
「
心
理
建
設
」
は
「
文
化
建
設
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
「
心
理
建
設
」
と
は
、
と
り

も
な
お
さ
ず
文
化
再
構
築
工
作
の
こ
と
で
あ
る
。

　
陳
儀
は
、
一
九
四
五
年
十
二
月
三
一
日
、
「
民
国
三
五
年
コ
九
四
六
年
］
度
工
作
要
領
」
を
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
発
表
し
、
以
下

の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
明
年
の
工
作
は
、
政
治
建
設
、
経
済
建
設
及
び
心
理
建
設
の
三
大
柱
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
原
則
は
、
委
員
長
［
蒋
介
石
］
が
査
定
し
た

　
「
台
湾
接
管
計
画
要
綱
」
に
拠
る
。

　
　
政
治
建
設
は
民
権
主
義
を
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
政
府
に
力
を
も
た
せ
人
民
に
権
利
を
も
た
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
（
略
）

　
　
経
済
建
設
の
要
旨
は
、
生
産
を
増
加
さ
せ
、
生
活
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
（
略
）
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心
理
建
設
は
、
民
族
精
神
の
発
揚
に
あ
る
。
而
し
て
、
言
語
、
文
字
、
及
び
歴
史
は
、
民
族
精
神
の
要
素
で
あ
る
。
台
湾
は
中
華
民
国
に

復
帰
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
台
湾
の
同
胞
は
中
華
民
国
の
言
語
と
文
字
に
よ
っ
て
中
華
民
国
の
歴
史
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
年

度
の
心
理
建
設
工
作
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
、
文
史
教
育
［
国
語
、
歴
史
教
育
］
の
実
行
と
普
及
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
私
は
、

一
年
以
内
に
、
全
省
の
教
員
と
学
生
が
大
体
国
語
を
話
し
、
国
文
を
理
解
し
、
国
史
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。

学
校
は
中
国
の
学
校
で
あ
っ
て
、
二
度
と
日
本
語
を
話
し
た
り
、
日
本
語
の
教
科
書
を
用
い
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。
現
在
、
各
学
校
は
、

暫
時
、
一
律
に
国
語
、
国
文
、
三
民
主
義
、
歴
史
の
主
要
科
目
と
し
、
時
間
を
増
や
し
て
教
学
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
。
国
語
国
文
が
あ
る

程
度
通
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
教
育
部
の
定
め
た
教
育
課
程
に
沿
っ
て
行
え
ば
よ
い
。
現
在
の
教
員
は
別
個
の
グ
ル
ー
プ
に
し
て
訓
練

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

を
受
け
さ
せ
る
。
公
務
員
と
一
般
民
衆
に
対
し
て
は
、
語
文
講
習
班
な
ど
の
類
を
あ
ま
ね
く
設
立
し
、
学
習
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
だ
。

「
政
治
建
設
」
、
「
経
済
建
設
」
及
び
「
心
理
建
設
」
の
具
体
策
に
つ
い
て
、
陳
儀
は

る
報
告
の
中
で
、
さ
ら
に
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
報
告
で
は
、
一
九
四
六
年
度

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
施
政
方
針
」

「
心
理
建
設
」
の
具
体
策
に
関
し
て
、

と
題
す

次
の
よ

　
心
理
建
設
は
、
中
華
民
族
意
識
を
発
揚
さ
せ
、
中
華
民
族
意
識
を
増
強
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
前
日
本
が
深
く
憎
み
、
き
び

し
く
防
御
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
は
非
常
に
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
工
作
は
、
第
一
、
各
校
に
普
く
三
民
主
義
、
国

語
国
文
及
び
中
華
の
歴
史
、
地
理
等
の
教
科
目
を
設
け
、
時
間
を
増
や
す
こ
と
、
か
つ
、
特
に
国
語
推
進
委
員
会
を
設
け
て
国
語
の
学
習
を

普
及
さ
せ
る
こ
と
。
第
二
、
師
範
学
院
、
師
範
学
校
を
増
設
し
、
教
員
を
大
量
に
養
成
す
る
こ
と
。
第
三
、
各
レ
ベ
ル
の
学
校
が
、
新
入
生

を
広
く
募
集
し
、
よ
っ
て
、
台
湾
同
胞
が
教
育
を
受
け
る
機
会
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
。
第
四
、
博
物
館
、
図
書
館
、
及
び
工
業
、
農
業
、
林

業
、
医
薬
、
知
質
等
の
試
験
・
研
究
機
関
に
対
し
て
、
つ
と
め
て
充
実
を
は
か
り
、
よ
っ
て
研
究
工
作
を
強
化
し
、
文
化
を
向
上
さ
せ
る
こ

と
。
第
五
、
編
訳
館
を
設
置
し
、
よ
っ
て
台
湾
が
必
要
と
す
る
書
籍
を
編
輯
し
、
か
つ
ま
た
小
中
学
校
教
科
書
の
編
輯
に
力
を
入
れ
る
こ
と

　
（
1
5
）

で
あ
る
。

こ
の
「
公
署
施
政
方
針
」
を
見
れ
ば
、
当
時
の
「
心
理
建
設
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
台
湾
人
に
中
国
文
化
を
植
え
つ
け
、
中

406



戦後台湾における「国語」運動の展開

華
民
族
意
識
即
ち
中
国
人
意
識
を
増
強
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
瞭
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
心
理
建
設
」
と
は
、
一

種
の
中
国
化
運
動
で
あ
り
、
文
化
再
構
築
な
の
で
あ
る
。

　
戦
後
初
期
の
台
湾
文
化
再
構
築
の
具
体
案
で
あ
る
、
上
述
の
陳
儀
の
〈
民
国
三
五
年
度
工
作
要
領
〉
と
〈
台
湾
省
行
政
長
官
公
署

施
政
方
針
〉
は
〈
台
湾
接
管
計
画
綱
要
〉
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
を
出
な
い
。
行
政
長
官
公
署
の
台
湾
文
化
再
構
築
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
基
本
は
、
教
育
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
教
育
と
は
、
国
語
、
国
文
教
育
を
第
一
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

国
府
と
行
政
長
官
公
署
は
、
明
確
な
意
思
を
も
っ
て
、
で
き
る
だ
け
迅
速
に
台
湾
を
中
国
語
の
言
語
秩
序
の
中
に
編
入
し
よ
う
と
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
台
湾
の
そ
れ
を
大
陸
の
「
国
語
」
と
結
合
さ
せ
、
「
国
語
」
を
通
じ
て
中
国
民
族
主
義
を
台
湾
に
推
し
広
め
よ

う
と
し
た
の
だ
。
実
際
、
陳
儀
は
一
九
四
五
年
八
月
二
十
九
日
に
行
政
長
官
に
任
命
さ
れ
た
後
、
『
大
公
報
』
の
記
者
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
台
湾
に
赴
任
し
た
ら
、
真
っ
先
に
国
語
国
文
の
教
育
に
手
を
つ
け
る
。
是
非
と
も
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

湾
同
胞
に
祖
国
の
文
化
を
理
解
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
た
い
。
」
当
時
、
台
湾
省
の
教
育
行
政
を
管
掌
し
て
い
た
行
政
長
官

公
署
教
育
処
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
揮
ら
な
い
。
「
本
省
の
光
復
後
、
教
育
の
第
一
の
問
題
は
、
い
か
に
国
語
教
育
を
施
行

　
　
　
　
（
1
7
）

す
る
か
で
あ
る
。
」
。
こ
の
考
え
に
沿
っ
て
、
陳
儀
は
「
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
」
を
設
立
し
、
国
府
の
教
育
部
国
語
推
行
委
員
会

常
務
委
員
だ
っ
た
魏
建
功
を
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
主
任
委
員
と
し
て
招
聰
し
た
。

二
　
魏
建
功
の
赴
台

　
H
　
戦
後
初
期
の
「
国
語
」
学
習
状
況

　
戦
後
初
期
の
台
湾
人
の
「
国
語
」
学
習
状
況
に
つ
い
て
は
、

九
〇
三
ー
一
九
九
〇
）
に
貴
重
な
証
言
が
あ
る
。

後
に
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
副
主
任
委
員
と
な
っ
た
何
容
（
一

407



法学研究75巻1号（2002：1）

　
　
光
復
直
後
の
数
カ
月
間
、
台
湾
の
社
会
で
は
国
語
の
学
習
や
伝
授
が
熱
狂
的
に
展
開
し
、
か
つ
ゲ
リ
ラ
的
に
出
現
し
た
。
人
々
は
み
な
熱

　
烈
に
国
語
を
学
習
し
た
。
あ
る
者
は
純
粋
な
「
祖
国
熱
」
（
敬
愛
に
値
す
る
純
潔
）
か
ら
、
あ
る
者
は
「
祖
国
の
た
め
に
服
務
し
」
（
拝
服
す

　
べ
き
理
知
）
よ
う
と
し
て
、
ま
た
、
当
然
「
新
た
に
官
僚
に
な
り
た
い
」
（
驚
く
べ
き
投
機
）
た
め
と
い
う
者
も
い
た
。
ま
だ
引
き
上
げ
て

　
い
な
い
日
本
人
す
ら
こ
っ
そ
り
と
家
で
『
華
語
急
就
篇
』
を
読
む
始
末
だ
っ
た
。
台
湾
の
国
語
学
習
の
空
気
は
濃
厚
で
、
そ
れ
で
「
天
地
玄

　
黄
」
を
学
ぶ
塾
が
か
な
り
復
興
し
た
。
抗
日
戦
争
期
、
日
本
占
領
地
区
か
ら
ス
パ
イ
や
通
訳
を
訓
練
す
る
た
め
に
呼
び
よ
せ
ら
れ
た
「
官
語

　
を
教
え
る
」
人
も
、
こ
の
機
に
「
北
京
語
」
を
伝
習
す
る
こ
と
が
、
国
の
た
め
に
力
を
尽
く
す
こ
と
だ
と
考
え
た
。
市
場
の
軒
先
に
小
さ
な

　
黒
板
を
掛
け
て
数
セ
ン
テ
ン
ス
の
会
話
が
学
べ
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
即
席
の
学
生
か
ら
、
．
臨
時
の
学
費
”
を
集
め
や
す
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
う
に
す
る
も
の
も
い
た
。
多
種
多
様
、
手
当
た
り
次
第
と
い
う
状
況
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
右
の
叙
述
は
、
当
時
の
国
語
学
習
の
ブ
ー
ム
を
い
き
い
き
と
描
い
て
お
り
、
実
情
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も

重
要
な
の
は
、
中
国
語
の
教
科
書
で
は
な
か
っ
た
か
。
何
容
は
ま
た
当
時
の
教
科
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
国
語
の
書
籍
が
大
量
出
版
さ
れ
た
。
中
国
人
が
編
纂
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
日
本
人
が
編
纂
し
た
も
の
も
あ
る
。
流
布
し
た
も
の
も
あ
れ

　
ば
、
流
布
し
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
内
容
の
し
っ
か
り
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
意
識
が
欠
如
し
た
も
の
も
あ
る
。
標
準
注
音
に
よ
っ
た
も

　
の
も
あ
れ
ば
、
仮
名
で
注
音
し
た
も
の
も
あ
る
。
「
無
い
」
よ
り
は
よ
か
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
だ
が
、
無
政
府
状
態
の
「
有
る
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
全
く
悪
影
響
が
出
な
い
と
も
い
え
な
い
。
笑
う
に
笑
え
な
い
状
況
だ
。

　
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
台
湾
が
中
国
に
「
復
帰
」
し
た
時
点
か
ら
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
成
立
し
た
一
九
四
六
年
四
月
二
日

ま
で
の
間
、
民
間
で
出
版
さ
れ
た
中
国
語
教
科
書
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
時
代
順
に
列
記
し
て
お
く
。

408

321
神
谷
衡
平
、
清
水
元
助
合
著
『
標
準
中
国
語
教
科
書
　
初
級
篇
』
台
北
、
台
湾
文
化
印
書
館
、
一
九
四
五
年
十
月
三
〇
日

香
坂
順
一
著
『
華
語
自
修
書
』
第
一
巻
　
台
北
、
台
湾
三
省
堂
、
一
九
四
五
年
十
一
月
一
〇
日

藤
瑞
麟
著
『
訂
正
改
版
　
最
新
国
語
教
本
（
基
礎
篇
）
』
台
南
、
崇
文
書
局
、
一
九
四
五
年
十
一
月
一
〇
日
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11　 10987654　月
王
真
人
著
『
最
新
国
語
教
本
』
台
北
、
大
同
書
局
、
一
九
四
五
年
十
一
月
二
二
日

魏
賢
坤
編
集
『
初
級
簡
易
国
語
作
文
法
』
第
一
巻
　
台
中
、
泉
安
行
、
一
九
四
五
年
十
二
月
一
〇
日

中
央
出
版
部
編
輯
係
編
『
中
国
語
会
話
教
科
書
』
上
巻
　
台
中
、
中
央
書
局
、
一
九
四
五
年
十
二
月
一
二
日

馬
国
英
著
『
各
学
校
・
講
習
会
適
用
　
国
語
交
際
会
話
』
台
北
、
光
華
出
版
公
司
、
一
九
四
五
年
十
二
月

香
坂
順
一
著
『
華
語
自
修
書
』
第
二
巻
　
台
北
、
台
湾
三
省
堂
、
一
九
四
六
年
一
月
一
〇
日

宮
越
健
三
郎
、
杉
武
夫
合
著
『
国
語
基
礎
会
話
』
台
北
、
台
湾
三
省
堂
、
一
九
四
六
年
一
月
五
日

南
友
国
語
研
究
会
編
、
北
平
何
崔
淑
芽
女
士
校
訂
『
精
選
実
用
国
語
会
話
』
台
南
、
南
友
国
語
研
究
会
、
一
九
四
六
年
一

香
坂
順
一
著
『
華
語
自
修
書
』
第
三
巻
　
台
北
、
台
湾
三
省
堂
、
一
九
四
六
年
二
月
一
五
日

　
右
の
一
覧
表
か
ら
は
、
当
時
、
中
国
語
教
科
書
の
出
版
が
台
北
、
台
中
、
台
南
と
、
台
湾
全
省
に
ま
た
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
国
語
学
習
ブ
ー
ム
は
台
湾
の
北
に
も
南
に
も
押
し
寄
せ
て
い
た
。
台
湾
が
中
国
に
「
復
帰
」
し
た
直
後
、
中
国
語
教
科
書
の
急

激
な
需
要
増
に
応
じ
る
た
め
、
真
っ
先
に
出
版
さ
れ
た
の
は
、
戦
前
日
本
人
が
中
国
語
を
学
ぶ
た
め
に
用
い
て
い
た
教
科
書
で
あ
る
。

1
の
『
標
準
中
国
語
教
科
書
　
初
級
篇
』
は
、
元
来
、
一
九
壬
二
年
（
大
正
十
二
年
）
に
、
東
京
外
国
語
学
校
教
授
だ
っ
た
神
谷
衡

平
、
清
水
元
助
が
著
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
そ
の
改
定
翻
印
本
で
あ
る
。
漢
字
の
発
音
に
は
、
ロ
ー
マ
字
の
ウ
ェ
ー
ド
式
表
記
法
を

採
用
し
て
い
る
。
9
の
『
国
語
基
礎
会
話
』
も
戦
前
の
東
京
外
国
語
学
校
教
授
宮
越
健
三
郎
、
杉
武
夫
の
合
著
を
翻
印
し
た
も
の
で
、

漢
字
の
発
音
に
は
ウ
ェ
ー
ド
式
と
注
音
符
号
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
2
、
8
、
1
1
の
『
華
語
自
修
書
』
第
一
～
三
巻
の
著
者
は
、
戦

前
の
台
北
経
済
専
門
学
校
（
一
九
一
九
の
設
立
、
原
名
は
台
北
高
等
商
業
学
校
、
一
九
四
四
年
に
改
名
。
卒
業
生
は
台
湾
の
み
な
ら
ず
、
朝

鮮
や
中
国
の
各
貿
易
港
お
よ
び
南
洋
方
面
で
活
躍
）
に
て
中
国
語
の
教
授
を
し
て
い
た
香
坂
順
一
で
あ
る
。
当
時
、
香
坂
は
ひ
き
つ
づ
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き
留
用
さ
れ
て
台
湾
に
在
り
、
戦
前
の
旧
著
を
増
補
出
版
し
た
の
で
あ
る
。
漢
字
の
発
音
に
つ
い
て
は
、
ウ
ェ
ー
ド
式
と
東
京
外
国

語
学
校
時
代
の
恩
師
宮
越
が
考
案
し
た
仮
名
注
音
、
そ
し
て
注
音
符
号
の
三
種
を
並
列
さ
せ
て
い
る
。
香
坂
の
漢
字
の
発
音
表
記
は
、

注
音
符
号
に
慣
れ
て
い
な
い
当
時
の
台
湾
人
に
と
っ
て
、
最
も
受
け
入
れ
や
す
い
表
記
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
筆
者
が
調
査
し
得
た
十
一
種
の
教
科
書
の
う
ち
、
日
本
人
が
書
い
た
も
の
は
五
種
で
あ
り
、
そ
の
数
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。

他
の
六
種
は
、
3
の
よ
う
に
中
国
国
内
で
出
版
さ
れ
た
『
北
京
官
話
大
成
』
の
改
訂
翻
印
版
や
、
5
の
よ
う
に
台
湾
人
の
国
語
研
究

会
が
自
主
編
集
し
、
中
国
人
に
校
訂
を
依
頼
し
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
7
の
よ
う
に
中
国
国
内
で
出
版
さ
れ
た
国
語
教
科
書
を
そ

の
ま
ま
台
湾
で
重
印
し
た
も
の
、
6
の
よ
う
に
台
湾
の
当
地
の
出
版
社
が
編
集
出
版
し
た
も
の
も
あ
る
。
漢
字
の
発
音
表
記
は
、
4
、

7
、
1
0
が
注
音
符
号
を
採
用
し
、
3
は
注
音
符
号
、
ウ
ェ
ー
ド
式
、
仮
名
の
並
列
、
6
は
注
音
符
号
と
ウ
ェ
ー
ド
式
、
ま
た
、
5
の

よ
う
に
仮
名
だ
け
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
。

　
筆
者
が
調
査
し
た
教
科
書
の
出
版
状
況
は
、
上
述
の
何
容
と
呉
守
礼
の
証
言
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
戦
後
初
期
の
台
湾
の
言

語
状
況
1
い
ま
だ
日
本
語
の
文
化
圏
に
在
り
、
国
語
の
学
習
に
つ
い
て
は
一
種
の
無
政
府
的
状
況
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
知
ら

れ
よ
う
。
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⇔
　
魏
建
功
の
赴
台

　
魏
建
功
（
一
九
〇
一
－
一
九
八
○
）
は
字
を
天
行
と
い
い
、
江
蘇
省
如
皐
県
（
今
の
海
安
県
）
の
出
身
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
に

如
皐
第
二
・
同
等
小
学
、
一
四
年
に
南
通
の
省
立
第
七
中
学
に
入
学
し
た
。
一
九
年
に
北
京
大
学
文
予
科
乙
部
に
合
格
し
、
二
一
年
北

京
大
学
文
本
科
中
国
文
学
系
に
進
ん
だ
。
二
二
年
、
大
学
二
回
生
の
時
、
魯
迅
の
「
中
国
文
学
史
」
の
講
義
を
履
修
し
て
い
る
。
在

校
中
は
、
健
攻
、
天
行
、
山
鬼
、
康
龍
、
文
狸
と
い
っ
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
『
猛
進
』
『
語
練
』
『
政
治
生
活
』
な
ど
の
雑
誌
に
文
章

を
発
表
し
て
い
る
。
二
三
年
に
は
、
播
梓
年
、
膠
金
源
、
夏
徳
儀
、
李
浩
然
、
施
之
瀬
ら
と
と
も
に
『
江
蘇
清
議
』
を
創
刊
し
、
軍
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閥
官
僚
政
治
を
批
判
し
た
。
二
五
年
、
黎
明
中
学
の
創
設
を
発
起
し
、
魯
迅
が
こ
こ
に
出
講
し
た
。
同
年
、
中
国
共
産
党
に
入
党

（
二
六
年
に
退
党
）
。
北
京
大
学
卒
業
後
は
、
北
京
大
学
研
究
所
国
学
門
の
助
手
と
し
て
学
校
に
残
り
、
劉
復
の
「
語
音
樂
律
実
験
室
」

に
協
力
し
て
い
る
。
二
七
年
、
朝
鮮
の
ソ
ウ
ル
に
、
京
城
帝
国
大
学
の
中
国
語
教
師
と
し
て
赴
い
た
が
、
翌
年
に
は
北
京
大
学
に
中

国
文
学
科
の
助
手
と
し
て
戻
り
、
の
ち
助
教
授
、
教
授
と
昇
任
し
た
。
二
八
年
、
「
教
育
部
国
語
統
一
箒
備
委
員
会
」
常
務
委
員
と

な
り
、
黎
錦
煕
ら
と
と
も
に
『
中
国
大
辞
典
』
を
企
画
編
纂
し
た
。
三
五
年
五
月
、
国
府
が
同
委
員
会
を
撤
廃
し
、
八
月
に
「
教
育

部
国
語
推
行
委
員
会
」
に
改
編
さ
せ
る
と
、
委
員
兼
常
務
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
年
、
三
十
万
字
に
も
及
ぶ
力
作
『
古
音
系
研
究
』

を
出
版
し
た
。
三
七
年
、
抗
日
戦
争
勃
発
以
後
は
、
委
員
会
の
仕
事
も
停
止
と
な
り
、
北
京
大
学
の
南
遷
に
と
も
な
っ
て
、
長
沙
臨

時
大
学
、
昆
明
西
南
聯
合
大
学
の
教
授
を
歴
任
し
た
。
四
〇
年
に
は
四
川
白
沙
国
立
編
訳
館
の
専
任
編
輯
と
な
り
、
大
学
用
の
国
文

教
科
書
を
編
集
、
同
年
六
月
に
国
府
が
重
慶
に
て
「
国
語
推
行
委
員
会
」
を
再
興
さ
せ
る
と
、
ま
た
委
員
兼
常
務
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
、

七
月
、
教
育
部
が
開
催
し
た
国
語
推
行
委
員
会
の
全
体
会
議
で
、
黎
錦
煕
、
盧
前
、
魏
建
功
ら
三
委
員
が
国
語
音
に
依
拠
し
て
『
中

華
新
韻
』
を
編
訂
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
こ
れ
は
四
一
年
十
月
、
国
府
が
頒
布
し
て
国
家
の
韻
書
と
な
り
、
今
に
い
た
る
ま
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
四
二
年
に
は
、
四
川
白
沙
西
南
女
子
師
範
学
院
中
国
文
学
系
教
授
兼
国
語
専
修
科
主
任
、
教
務
主
任
と
な
り
、
抗

日
戦
勝
利
の
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
戦
後
は
、
「
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
」
主
任
委
員
と
し
て
台
湾
に
赴
き
、
四
七
年
台
湾
大
学
を
経
て
四
八
年
に
北
京
大
学
に
戻

っ
た
。
五
一
年
、
新
華
辞
書
社
の
社
長
と
な
り
、
『
新
華
字
典
』
を
主
編
。
五
四
年
に
は
「
中
国
文
字
改
革
委
員
会
」
の
委
員
兼
漢

字
整
理
部
の
副
主
任
と
し
て
、
『
常
用
字
簡
化
表
草
案
』
の
制
定
を
主
管
し
た
。
五
六
年
、
「
中
央
推
広
普
通
話
工
作
委
員
会
」
の
委

員
と
な
り
、
六
二
年
、
北
京
大
学
副
学
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
六
六
年
に
文
化
大
革
命
が
始
ま
る
と
、
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

○
年
二
月
、
北
京
で
病
没
し
た
。
遺
骨
は
八
宝
山
革
命
公
墓
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
第
一
段
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
府
は
一
九
四
四
年
四
月
の
段
階
で
台
湾
接
収
の
準
備
を
開
始
し
て
お
り
、
台
湾
調
査
委
員
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会
を
設
立
し
て
計
画
案
を
さ
せ
た
ほ
か
、
同
年
十
一
月
に
は
国
府
の
高
級
幹
部
を
専
門
に
訓
練
す
る
中
央
訓
練
団
に
、
台
湾
行
政
幹

部
訓
練
班
を
設
置
し
、
台
湾
接
収
工
作
メ
ン
バ
ー
の
訓
練
を
始
め
た
。
教
育
部
の
国
語
推
行
委
員
会
も
ま
た
台
湾
調
査
委
員
会
の
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ
に
参
加
し
、
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
の
指
導
に
参
与
し
て
い
る
。
魏
建
功
と
教
育
部
国
語
推
行
委
員
会
専
任
委
員
の
藷

家
森
と
は
と
も
に
台
湾
調
査
委
員
会
の
兼
任
専
門
委
員
と
し
て
招
聰
さ
れ
、
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
に
て
語
文
教
育
に
つ
い
て
の
諸

問
題
の
講
義
を
行
っ
て
い
る
。

　
抗
日
戦
勝
利
後
、
魏
建
功
は
す
ぐ
に
「
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
」
の
主
任
委
員
と
し
て
台
湾
赴
任
の
要
請
を
受
諾
し
、
戦
後
台

湾
の
「
国
語
」
運
動
の
責
任
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
台
湾
赴
任
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
魏
建
功
自
身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
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抗
日
戦
に
勝
利
し
、
台
湾
が
光
復
し
た
。
台
湾
は
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地
支
配
下
に
在
る
こ
と
五
十
年
、
一
般
社
会
で
は
す
で
に
多
く

の
人
が
祖
国
の
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
知
識
人
は
日
本
語
の
み
を
使
用
し
て
い
る
。
勝
利
前
夜
、
偽
国

民
政
府
〔
共
産
党
の
蒋
介
石
政
権
に
対
す
る
呼
称
〕
は
陳
儀
に
接
収
工
作
を
計
画
準
備
さ
せ
、
国
語
の
推
行
を
重
要
工
作
と
し
て
位
置
付
け

た
。
接
収
工
作
準
備
の
教
育
部
門
で
の
責
任
者
は
趙
酒
伝
（
台
湾
行
政
長
官
公
署
教
育
処
初
代
処
長
）
で
あ
っ
た
が
、
国
語
推
行
の
工
作
は

教
育
分
野
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
趙
は
女
子
師
範
学
院
の
院
長
謝
循
初
を
通
し
て
私
に
そ
れ
を
委
嘱
し
て
き
た
。
（
略
）
だ
い
た
い
一

九
四
四
年
の
下
半
期
に
趙
は
謝
に
委
託
し
て
い
た
。
一
九
四
五
年
の
上
半
期
、
偽
政
府
は
中
央
訓
練
団
に
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
を
設
置
し
、

趙
は
教
育
組
を
管
轄
し
、
国
語
教
学
科
目
を
設
け
た
。
私
は
女
子
師
範
学
院
の
国
語
専
修
科
の
教
師
王
玉
川
と
と
も
に
講
義
を
し
に
行
っ
た
。

こ
の
訓
練
班
の
人
々
は
み
な
の
ち
に
台
湾
行
政
長
官
公
署
の
教
育
処
の
工
作
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
（
略
）

　
私
が
趙
酒
伝
に
よ
っ
て
台
湾
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
当
然
、
私
と
教
育
部
国
語
推
行
委
員
会
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
教

育
部
国
語
会
か
ら
の
話
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
件
は
教
育
部
国
語
会
が
後
押
し
す
べ
き
で
、
私
は
そ
の
こ
と
を
提
議
し
、
蒲

家
森
（
教
育
部
国
語
推
行
委
員
会
専
任
委
員
）
と
人
事
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
私
は
教
育
部
国
語
推
行
委
員
会
常
務
委
員
の
身
分
で
も
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

他
の
二
人
の
国
語
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
何
容
（
駐
会
委
員
）
と
王
炬
（
工
作
人
員
）
と
と
も
に
出
向
と
い
う
形
で
台
湾
に
赴
い
た
の
だ
。



　
魏
建
功
の
自
述
に
よ
れ
ば
、
彼
の
台
湾
赴
任
は
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
教
育
処
か
ら
の
直
接
の
依
頼
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
魏

建
功
は
一
九
四
五
年
四
月
の
早
い
段
階
で
、
台
湾
調
査
委
員
会
兼
任
専
門
委
員
と
し
て
招
聰
さ
れ
、
台
湾
接
収
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に

参
与
し
、
同
時
に
台
湾
接
収
工
作
人
員
を
訓
練
す
る
台
湾
行
政
幹
部
訓
練
班
に
て
台
湾
接
収
後
の
国
語
教
学
の
問
題
を
講
義
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
が
台
湾
の
接
収
に
あ
た
っ
て
す
ぐ
さ
ま
台
湾
に
赴
き
、
国
語
推
進
の
仕
事
に

携
わ
っ
た
の
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
。

三
　
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
設
立

戦後台湾における「国語」運動の展開

　
の
　
魏
建
功
の
構
想

　
魏
建
功
は
一
九
四
六
年
一
月
末
、
台
湾
に
到
着
し
た
。
当
時
の
台
湾
の
言
語
状
況
は
、
既
述
し
た
と
お
り
、
い
ま
だ
日
本
語
文
化

圏
の
中
に
在
っ
た
。
老
人
は
台
湾
語
を
使
用
す
る
が
、
語
彙
に
は
少
な
か
ら
ぬ
日
本
語
が
混
じ
り
、
中
年
は
み
な
日
本
語
を
話
し
、

読
み
書
き
も
日
本
語
、
甚
だ
し
く
は
日
本
語
で
も
の
を
考
え
て
い
た
。
台
湾
語
は
話
す
け
れ
ど
も
家
の
中
で
の
使
用
に
限
ら
れ
て
お

り
、
青
少
年
に
至
っ
て
は
す
で
に
台
湾
語
が
話
せ
ず
、
日
本
語
か
ら
脱
却
し
が
た
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
戦
後
、
台
湾
人
は
国
語

を
学
ば
な
け
れ
ば
と
い
う
自
覚
は
あ
っ
て
も
、
国
語
の
学
習
状
況
は
無
政
府
状
態
で
あ
っ
た
。

　
魏
建
功
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
察
知
し
、
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
工
作
を
計
画
準
備
す
る
一
方
で
、
旺
盛
な
文
筆
活
動
を
開
始

し
、
台
湾
で
「
国
語
」
運
動
を
行
う
こ
と
の
意
義
、
方
針
、
方
法
に
つ
い
て
語
っ
た
。
以
下
は
、
筆
者
が
現
在
ま
で
に
確
認
し
た
魏

建
功
の
台
湾
時
代
の
著
述
活
動
で
あ
る
。
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魏
建
功
の
台
湾
時
代
に
お
け
る
著
作
年
表
（
未
定
稿
）

一
九
四
六
年
一
月
二
九
日

　
　
　
　
二
月
一
〇
日

　
　
　
　
二
月
二
八
日

　
　
　
　
三
月
一
七
日

　
　
　
　
三
月
三
一
日

　
　
　
　
己
L
¶
」
」
　
　
　
一
、
i

　
　
　
　
T
ヱ
F
ヂ
　
　
」
ノ
「
「

　
　
　
　
五
月
二
一
日

　
　
　
　
五
月
二
八
日

　
　
　
　
六
月
　
四
日

　
　
　
　
六
月
二
五
日

　
　
　
　
七
月
↓
六
日

　
　
　
　
七
月
二
〇
日

　
　
　
　
七
月
三
〇
日

八
月
一
四
日

八
月
二
八
日

九
月
二
七
日

台
湾
着

「
国
語
運
動
在
台
湾
的
意
義
」
（
『
人
民
日
報
』
）

「
『
国
語
運
動
在
台
湾
的
意
義
』
申
解
」
（
『
現
代
週
刊
』
第
一
巻
第
九
期
）

「
国
語
的
文
化
凝
結
性
」
（
『
新
生
報
』
）

「
台
語
音
系
還
魂
説
」
（
『
現
代
週
刊
』
第
一
巻
第
十
二
期
）

「
国
語
的
徳
行
」
（
『
新
生
報
』
）

「
国
語
運
動
綱
領
」
（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
一
期
）

「
何
以
要
提
侶
従
台
湾
話
学
習
国
語
」
（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
二
期
）

「
国
語
的
四
大
酒
義
」
（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
三
期
）

「
台
語
即
是
国
語
的
一
種
」
（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
六
期
）

「
談
注
音
符
号
教
学
方
法
」
「
学
国
語
応
該
注
意
的
事
情
」
（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
九
期
）

「
乍
心
様
従
台
湾
話
学
国
語
」
（
『
現
代
週
刊
』
第
二
巻
第
七
、
八
期
合
刊
）

「
国
語
辞
典
裏
所
増
収
的
音
」
「
台
湾
語
音
受
日
本
語
影
響
的
情
形
」
「
日
本
人
伝
詑
了
我
椚
的
国
音
」

（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
十
一
期
）

「
国
語
常
用
『
軽
声
』
字
（
上
）
」
（
『
現
代
週
刊
』
第
二
巻
第
九
期
）

「
国
語
常
用
『
軽
声
』
字
（
下
）
」
（
『
現
代
週
刊
』
第
二
巻
第
十
期
）

「
学
習
国
語
応
重
方
法
」
（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
十
五
期
）

「
関
於
交
際
語
」
（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
十
八
期
）
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一
九
四
七
年
？
月

　
　
　
　
　
？
月

一
九
四
八
年
三
月
一
八
日

「
国
語
通
訊
書
端
」
（
『
国
語
通
訊
』
創
刊
号
　
出
版
日
付
を
注
記
せ
ず
）

「
通
訊
二
則
」
郡
月
琴
と
の
共
著
（
『
国
語
通
訊
』
第
二
期
出
版
日
付
を
注
記
せ
ず
）

「
王
玉
川
『
国
語
説
話
教
材
及
教
法
』
序
」
（
『
国
語
説
話
教
材
及
教
法
』
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
）

戦後台湾における「国語」運動の展開

　
魏
建
功
が
台
湾
に
在
任
し
た
の
は
一
九
四
六
年
一
月
か
ら
一
九
四
七
年
六
月
ま
で
の
わ
ず
か
一
年
半
で
あ
り
、
し
か
も
四
六
年
九

月
か
ら
四
七
年
三
月
の
六
ヶ
月
間
は
国
語
推
行
人
員
を
選
任
す
る
た
め
、
台
湾
を
離
れ
て
北
京
に
赴
い
て
い
る
。
彼
が
台
湾
に
い
た

の
は
実
質
十
二
ヶ
月
に
す
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
台
湾
に
い
た
短
期
間
の
間
、
二
十
一
篇
も
の
文
章
を
発
表
し
て
い
た
。

　
魏
建
功
は
、
台
湾
に
到
着
し
て
す
ぐ
に
発
表
し
た
「
『
国
語
運
動
在
台
湾
的
意
義
』
申
解
」
で
、
台
湾
人
に
対
し
て
「
国
語
」
と

は
何
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。

　
　
中
華
民
国
の
人
民
が
共
通
し
て
採
用
し
た
標
準
的
言
語
が
国
語
で
あ
る
。
国
語
は
国
家
が
法
律
で
定
め
た
国
内
外
公
用
の
言
語
体
系
で
あ

　
る
。
（
略
）
国
語
と
は
、
①
意
味
を
表
す
音
声
「
国
音
」
、
②
音
を
示
す
形
体
「
国
字
」
、
③
音
声
と
形
体
を
配
列
し
組
み
合
わ
せ
て
考
え
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
表
す
「
国
文
」
を
包
括
し
た
も
の
で
あ
る
。

彼
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

　
　
台
湾
が
光
復
し
て
以
後
、
国
語
を
推
行
す
る
唯
一
の
意
義
は
、
「
台
湾
同
胞
が
祖
国
の
言
語
の
音
声
と
し
く
み
を
活
用
す
る
自
由
を
回
復

　
す
る
」
こ
と
に
あ
る
。
（
略
）
我
々
は
国
語
の
音
声
体
系
の
標
準
を
着
実
に
明
確
に
全
台
湾
に
広
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
台
湾

　
同
胞
が
祖
国
と
隔
絶
さ
れ
て
い
た
期
問
の
、
国
語
運
動
の
目
標
で
あ
り
、
国
音
1
「
統
一
国
語
」
伝
習
の
基
礎
で
あ
る
。
我
々
に
は
ま
た

　
一
つ
の
目
標
が
あ
る
。
統
一
国
語
の
「
言
文
一
致
」
と
い
う
効
果
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。
（
略
）

　
　
よ
っ
て
、
我
々
の
台
湾
に
お
け
る
国
語
推
行
の
仕
事
は
、
た
だ
「
国
語
」
を
伝
習
し
、
「
国
字
を
認
識
さ
せ
る
」
と
い
う
二
つ
の
こ
と
に

　
限
ら
ず
、
最
も
主
要
な
こ
と
は
、
「
標
準
語
に
よ
る
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
言
文
一
致
」
で
あ
る
。
最
後
に
、
台
湾
に
お
け
る
国
語
運
動

　
の
意
義
を
か
い
つ
ま
ん
で
い
う
と
、
こ
う
で
あ
る
。
文
章
の
復
元
は
言
文
一
致
か
ら
始
ま
る
。
「
文
唖
」
〔
中
国
語
の
文
章
が
書
け
な
い
人
〕
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（
％
）

　
か
ら
解
脱
す
る
の
に
、
文
章
の
復
元
か
ら
手
を
つ
け
る
の
だ
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
魏
建
功
の
台
湾
で
の
「
国
語
」
運
動
の
目
標
が
、
台
湾
人
を
し
て
「
国
音
」
を
話
し
、
「
国
字
」
を
判
読
さ
せ
、

「
国
文
」
を
書
か
せ
る
に
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
自
身
の
最
終
的
な
理
想
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
台
湾
の
国
語
運
動
が
「
言
文
一
致
」
と
い
う
形
で
実
現
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
「
新
文
化
運
動
」
の
理
想
も
最
終
的
な
勝
利
を
得
る
の
だ
。

と
い
っ
て
揮
ら
な
い
。
彼
は
、
中
国
新
文
化
運
動
の
基
本
理
想
－
言
文
一
致
を
、
真
っ
先
に
戦
後
の
台
湾
で
実
現
し
た
い
と
考
え

て
い
た
の
だ
。

　
魏
建
功
は
、
ま
た
さ
ら
に
「
台
湾
省
国
語
運
動
綱
領
」
で
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

416

654321
台
湾
語
を
復
元
し
、
方
言
か
ら
比
較
し
て
国
語
を
学
ぶ
。

国
字
の
読
音
を
重
視
し
て
、
「
孔
子
白
」
〔
台
湾
語
の
読
音
〕
か
ら
「
国
音
」
に
引
き
渡
す
。

日
本
語
の
句
法
を
排
除
し
、
国
音
で
も
っ
て
直
接
文
を
読
み
、
文
章
の
復
元
を
達
成
す
る
。

言
葉
の
分
類
を
対
照
的
に
研
究
し
、
語
文
の
内
容
を
充
実
さ
せ
新
し
い
国
語
を
建
設
す
る
。

注
音
符
号
を
利
用
し
、
各
民
族
の
意
思
疎
通
を
図
り
中
華
文
化
を
融
合
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

学
習
意
欲
を
鼓
舞
し
、
教
学
の
効
率
を
増
進
さ
せ
る
。

　
右
の
綱
領
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
魏
建
功
が
台
湾
語
の
復
権
を
明
確
に
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
台
湾
語
と
国
語
を

比
較
対
照
さ
せ
る
こ
と
か
ら
国
語
学
習
を
始
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。
彼
は
当
時
の
台
湾
語
の
現
状
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
、

「
何
以
要
提
侶
従
台
湾
話
学
習
国
語
」
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
私
は
台
湾
人
の
国
語
学
習
の
問
題
に
つ
い
て
、
単
純
な
語
文
訓
練
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
文
化
や
思
考
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い



　
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
台
湾
人
に
自
分
自
身
の
方
言
を
使
い
こ
な
す
力
量
を
発
揮
し
て
も
ら
い
た
い
と
心
か
ら
率
直
に
提
唱
す
る
の
だ
。
（
略
）

　
日
本
語
に
五
十
年
間
染
ま
り
、
教
育
文
化
の
面
で
い
か
に
精
神
を
復
元
す
る
か
、
こ
れ
こ
そ
今
日
の
台
湾
に
お
け
る
国
語
推
行
の
主
要
な
問

　
　
　
（
2
6
）

　
題
な
の
だ
。

　
彼
は
、
台
湾
人
の
「
国
字
」
理
解
は
日
本
語
の
中
で
用
い
ら
れ
る
漢
字
概
念
の
よ
う
で
あ
る
た
め
、
「
国
文
」
を
書
く
の
も
必
然

的
に
日
本
語
の
語
法
の
影
響
を
受
け
、
甚
だ
し
く
は
「
国
語
」
を
学
ぶ
の
も
大
半
は
日
本
人
が
中
国
語
を
学
ぶ
や
り
か
た
1
仮
名
に

よ
る
注
音
に
な
る
の
だ
と
、
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
台
湾
語
を
復
元
　
　
そ
れ
は
精
神
の
復
元
で
あ
り
、
文
化
や
思
考
形
式

の
復
元
で
あ
る
が
、
台
湾
語
か
ら
国
語
を
学
ぶ
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
は
「
台
語
即
是
国
語
的
一
種
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

戦後台湾における「国語」運動の展開

3214

台
湾
語
は
「
非
中
国
語
」
で
は
決
し
て
な
い
。
所
謂
「
国
語
」
と
は
、
「
中
国
の
標
準
語
」
を
指
す
。

台
湾
人
が
話
し
て
い
る
の
は
「
中
国
の
方
言
」
で
あ
り
、
か
つ
標
準
語
の
体
系
と
等
し
い
。

台
湾
の
光
復
と
は
実
家
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
実
家
に
戻
っ
た
以
上
、
言
葉
と
の
関
わ
り
は
、
全
く
無
関
係
の
外
国
人
の

学
習
と
同
様
で
は
あ
り
え
な
い
。

外
国
人
が
別
の
国
の
言
葉
を
学
ぶ
の
は
、
一
つ
ず
つ
学
ん
で
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
に
は
「
方
言
」
と
「
標
準
語
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

と
い
う
対
照
的
な
関
係
の
も
の
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
学
習
方
法
と
し
て
近
道
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
上
述
の
「
綱
領
」
か
ら
は
、
魏
建
功
が
台
湾
語
と
国
語
は
相
通
じ
て
お
り
、
同
一
の
言
語
系
統
に
属
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
台
湾
人
が
国
語
を
学
習
す
る
方
法
と
し
て
、
ま
ず
台
湾
語
を
回
復
さ
せ
、
台
湾
語
を
国
語
と
対
照
さ
せ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

台
湾
語
の
音
韻
体
系
か
ら
自
覚
的
に
国
音
と
国
語
を
推
測
し
、
台
湾
語
か
ら
国
語
を
類
推
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
魏
建
功

の
基
本
的
な
方
針
は
、
台
湾
で
台
湾
語
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
台
湾
人
の
文
化
や
思
考
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
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い
て
は
国
語
を
普
及
す
る
際
の
障
害
を
取
り
除
き
、
国
語
を
使
う
こ
と
の
啓
発
に
も
な
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

の
認
識
と
信
念
の
も
と
で
、
「
国
語
」
運
動
を
展
開
し
た
。

魏
建
功
は
、
以
上

　
口
　
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
設
立
と
工
作
内
容

　
魏
建
功
は
四
六
年
一
月
に
台
湾
に
到
着
す
る
と
、
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
準
備
を
始
め
た
。
四
月
二
日
、
行
政
長
官
陳
儀
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

台
湾
省
行
政
長
官
公
署
令
「
教
秘
字
第
一
五
一
六
号
」
を
発
布
し
、
単
行
法
で
あ
る
「
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
組
織
規
程
」
を
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舶
）

定
し
た
。
こ
こ
に
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
が
正
式
に
発
足
し
、
魏
建
功
は
主
任
委
員
に
任
命
さ
れ
た
。
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会

は
、
行
政
上
は
行
政
長
官
公
署
教
育
処
に
属
し
、
そ
の
位
置
づ
け
は
企
画
研
究
の
統
轄
で
あ
り
、
国
語
教
育
の
機
構
の
執
行
機
構
で

あ
り
、
台
湾
全
省
の
「
国
語
」
推
進
の
指
導
機
関
で
あ
る
。

　
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
具
体
的
な
工
作
内
容
は
、
委
員
会
が
隔
月
で
提
出
し
て
い
た
「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
教
育
処
工
作

報
告
」
中
に
明
ら
か
で
あ
る
。
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一
方
で
は
、
社
会
の
個
人
あ
る
い
は
機
関
団
体
で
国
語
を
伝
習
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
模
範
を
示
し
て
協
力
し
、
標
準
に
合
う
よ

う
に
し
、
他
方
で
は
、
本
省
の
言
語
教
育
問
題
に
つ
い
て
実
験
研
究
を
行
い
、
有
効
な
解
決
の
手
立
て
を
求
め
て
い
く
。
同
時
に
各
地
か
ら

国
語
国
文
の
教
員
を
招
き
、
各
レ
ベ
ル
の
学
校
に
配
置
す
る
。
な
ら
び
に
各
県
や
市
に
国
語
推
行
所
を
設
置
し
、
各
地
の
国
語
推
進
の
責
任

を
負
わ
せ
る
。
す
で
に
開
始
し
た
工
作
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
下
に
列
挙
す
る
。

1
　
標
準
を
樹
立
す
る
こ
と
に
関
わ
る
も
の

　
（
1
）
　
語
文
教
材
、
本
処
が
編
纂
し
た
国
民
学
校
暫
用
国
語
課
本
、
中
等
学
校
暫
用
国
語
課
本
で
、
す
で
に
語
音
上
の
軽
音
と
変
音
な
ど

　
　
　
に
つ
い
て
注
記
し
た
こ
と
に
注
意
す
る
。
民
衆
国
語
読
本
も
国
音
お
よ
び
方
言
の
注
音
符
号
を
加
え
る
。

　
（
2
）
　
国
音
の
模
範
を
ラ
ジ
オ
で
放
送
す
る
。
（
略
）

　
（
3
）
　
国
音
標
準
参
考
書
を
編
纂
す
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
編
纂
を
終
え
た
『
国
音
標
準
匪
編
』
第
一
集
は
印
刷
に
付
し
て
い
る
。
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2
　
訓
練
伝
習
に
関
わ
る
も
の

　
（
1
）
　
全
省
の
行
政
員
の
国
語
訓
練
は
、
国
語
推
行
委
員
会
か
ら
人
を
派
遣
し
て
台
湾
省
行
政
幹
部
訓
練
団
に
講
義
す
る
。

　
（
2
）
　
行
政
長
官
公
署
員
の
国
語
訓
練
は
、
国
語
推
行
委
員
会
委
員
の
講
義
に
よ
る
。

　
（
3
）
　
全
省
の
国
民
学
校
お
よ
び
中
学
校
教
員
の
国
語
訓
練
は
、
本
処
が
と
り
お
こ
な
う
か
、
各
県
市
が
個
別
に
お
こ
な
い
、
国
語
推
行

　
　
　
委
員
会
の
協
力
に
よ
っ
て
す
る
。
（
略
）

3
　
推
行
機
構
の
設
置
に
関
わ
る
も
の

　
　
本
処
は
、
各
県
市
ご
と
に
一
つ
の
国
語
推
行
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
。
全
省
で
十
九
カ
所
、
各
推
行
所
に
三
～
七
名
の

　
推
行
員
を
配
置
し
、
県
市
の
学
校
教
育
及
び
公
務
員
の
伝
習
に
責
任
を
も
た
せ
、
な
ら
び
に
直
接
民
衆
へ
の
伝
習
も
お
こ
な
う
。

4
　
研
究
実
験
に
関
す
る
も
の

　
　
本
省
の
語
文
教
育
の
実
霧
案
に
関
し
て
は
、
国
語
推
行
委
員
会
が
研
究
計
画
の
責
任
を
負
い
、
本
省
の
需
要
に
も
と
づ
い
て
、
教
材

　
お
よ
び
参
考
書
籍
を
編
集
す
る
。

台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
自
身
も
、
設
立
の
初
年
度
に
次
の
二
つ
の
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。

　
第
一
の
目
標
は
標
準
の
樹
立
で
あ
る
。
（
略
）
①
国
音
の
標
準
音
が
教
育
部
が
公
布
し
た
「
国
音
常
用
字
彙
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、

か
つ
あ
ら
ゆ
る
国
音
の
標
準
に
関
す
る
材
料
を
集
め
て
、
「
国
音
標
準
彙
編
」
を
編
纂
す
る
。
同
時
に
ま
た
②
標
準
音
を
話
す
人
、
す
な
わ

ち
本
会
の
常
務
委
員
で
あ
る
斉
鉄
恨
氏
に
依
頼
し
、
ラ
ジ
オ
局
で
「
読
音
模
範
放
送
」
を
制
作
す
る
。
③
我
々
が
進
め
て
い
る
各
種
の
工
作
、

編
集
、
審
査
、
訓
練
、
お
よ
び
④
各
機
関
各
学
校
に
対
し
て
講
習
会
、
訓
練
班
、
座
談
会
、
討
論
会
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
な
ど
を
開
催
す

る
。
あ
ら
ゆ
る
協
力
と
指
導
の
工
作
は
、
す
べ
て
標
準
の
樹
立
を
中
心
と
す
る
。
⑤
我
々
は
い
つ
も
国
語
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、
書
面

あ
る
い
は
口
頭
で
回
答
す
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
標
準
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　
第
二
の
中
心
目
標
は
、
本
省
の
方
言
を
回
復
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
本
省
に
は
元
来
方
言
が
あ
り
、
日
本
に
よ
っ
て
使
用
を
禁
止
さ
れ

て
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
支
配
さ
れ
た
期
間
に
、
そ
の
使
用
範
囲
は
す
で
に
と
て
も
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
（
略
）
本

省
の
方
言
は
、
国
語
と
同
じ
系
統
の
言
語
（
漢
語
）
で
あ
り
、
方
言
か
ら
国
語
を
学
習
す
れ
ば
、
効
果
も
倍
増
す
る
。
も
し
方
言
が
消
滅
し

た
ら
、
国
語
を
学
ぶ
こ
と
は
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
難
し
く
な
る
。
そ
こ
で
我
々
は
本
省
で
方
言
の
使
用
を
回
復
し
さ
え
す
れ

ば
、
国
語
は
容
易
に
行
わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
（
略
）
我
々
は
本
省
の
語
音
字
音
を
注
し
た
「
方
音
符
合
」
を
制
定
し
、
「
国
方
字
音
対
照
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（
31
）

　
録
」
「
国
台
通
用
詞
彙
」
「
国
台
対
照
詞
彙
」
な
ど
の
書
物
を
編
纂
し
た
。

　
右
の
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
の
工
作
内
容
か
ら
は
、
委
員
会
が
実
質
的
に
戦
後
台
湾
の
語
文
教
育
ー
中
国
語
教
育
の
執
行
機

関
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
な
方
策
と
し
て
は
、
中
国
各
地
か
ら
国
語
国
文
の
教
員
を
招
聰
し
、
各
レ
ベ
ル
の
学
校
に
配

置
す
る
こ
と
。
全
省
の
行
政
員
や
国
民
学
校
、
中
学
校
教
員
に
国
語
訓
練
を
課
す
こ
と
。
各
県
市
に
「
国
語
推
行
所
」
を
設
置
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

中
国
各
地
か
ら
招
聰
し
た
「
国
語
推
行
員
」
を
「
推
行
所
」
に
派
遣
し
、
各
地
方
の
「
国
語
」
運
動
を
担
当
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
国
語
を
学
ぶ
た
め
の
具
体
的
方
法
－
先
に
国
音
の
標
準
を
明
確
に
し
、
方
言
か
ら
国
語
を
学
習
す
る
と
い
う
の
は
、

明
ら
か
に
魏
建
功
の
構
想
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
魏
建
功
は
自
ら
国
語
と
台
湾
語
の
読
音
を
対
照
さ
せ
た
「
注
音
符
号
十
八
課
」

を
著
し
、
注
音
符
号
と
厘
門
音
、
潭
州
音
、
泉
州
音
、
客
家
音
を
対
照
さ
せ
た
。
こ
れ
は
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
が
主
編
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

『
新
生
報
』
の
「
国
語
」
欄
で
、
第
二
期
よ
り
連
載
さ
れ
た
も
の
だ
。
具
体
的
な
成
果
と
い
え
よ
う
。

　
魏
建
功
が
主
管
し
た
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
は
崇
高
な
理
想
を
有
し
た
が
、
問
題
も
ま
た
山
積
み
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
学

校
は
ど
こ
も
国
語
教
科
書
が
不
足
し
て
お
り
、
戦
後
一
年
経
っ
た
一
九
四
六
年
十
月
の
時
点
に
お
い
て
も
、
昭
和
十
年
（
一
九
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

五
）
に
出
版
さ
れ
た
『
高
等
漢
文
』
を
教
科
書
に
し
て
い
る
学
校
す
ら
存
在
し
た
。
最
も
深
刻
だ
っ
た
の
は
国
語
を
伝
習
す
る
国
語

教
師
の
水
準
の
間
題
、
そ
れ
か
ら
国
語
推
行
員
の
不
足
で
あ
る
。
魏
建
功
は
、
国
府
の
教
育
部
が
抗
日
戦
争
期
に
創
設
し
た
国
語
に

携
わ
る
人
材
を
育
成
す
る
三
つ
の
学
校
r
甘
粛
省
蘭
州
の
国
立
西
北
師
範
学
院
国
語
専
修
科
、
四
川
省
白
沙
の
国
立
西
南
女
子
師

範
学
院
国
語
専
修
科
、
四
川
省
壁
山
の
国
立
社
会
教
育
学
院
国
語
専
修
科
の
学
生
を
台
湾
に
呼
び
集
め
て
い
た
が
、
人
手
が
足
ら
ず
、

中
国
各
地
か
ら
人
を
集
め
て
国
語
推
行
委
員
会
が
直
接
訓
練
し
、
台
湾
各
地
の
学
校
に
派
遣
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

国
語
教
師
の
水
準
に
は
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
っ
た
。
当
時
、
高
校
生
の
魏
建
功
に
対
す
る
投
書
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
　
私
達
の
学
校
の
教
師
の
多
く
は
上
海
か
ら
集
め
ら
れ
た
人
々
で
、
彼
ら
の
は
江
蘇
誰
の
国
語
で
す
。
一
部
に
は
授
業
で
日
本
語
を
話
す
台

　
湾
人
も
い
ま
す
。
こ
こ
で
「
国
語
」
が
活
躍
す
る
勢
い
を
も
て
な
い
の
は
、
「
国
語
」
の
重
要
性
を
真
に
理
解
し
、
標
準
的
な
「
国
語
」
を
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（
35
）

　
話
す
こ
と
が
で
き
る
人
が
、
た
っ
た
半
分
だ
か
ら
で
す
。

　
さ
ら
に
新
聞
社
の
社
論
に
は
直
接
こ
れ
を
批
判
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

　
　
何
人
か
の
国
語
教
師
に
は
も
と
も
と
国
語
を
教
え
る
に
は
標
準
音
で
な
い
者
が
い
る
。
あ
る
者
は
「
広
東
国
語
」
、
あ
る
者
は
「
漸
江
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
語
」
で
、
甚
だ
し
く
は
な
ん
と
上
海
語
で
国
語
を
教
え
る
者
ま
で
あ
り
、
学
習
者
の
信
頼
を
大
き
く
低
下
さ
せ
て
い
る
。

　
教
育
処
は
当
時
、
全
省
の
十
九
の
県
市
に
そ
れ
ぞ
れ
国
語
推
行
所
を
設
立
し
、
三
～
七
名
の
推
行
員
を
各
所
に
配
置
す
る
計
画
だ

っ
た
。
こ
の
計
算
に
よ
る
と
、
推
行
員
は
五
七
～
二
壬
二
名
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
一
九
四
六
年
三
月
か
ら
設

立
が
始
ま
っ
た
十
一
箇
所
に
派
遣
さ
れ
た
推
行
員
は
三
三
名
で
、
十
月
に
な
っ
て
十
四
箇
所
に
増
え
た
も
の
の
、
人
員
は
合
わ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

も
四
二
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
推
行
員
の
不
足
を
補
う
た
め
、
魏
建
功
は
四
六
年
九
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
北
京
に
戻
っ
て
人
材
を

募
集
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
四
七
年
三
月
、
魏
建
功
が
台
北
に
戻
っ
た
時
に
は
、
台
湾
で
は
「
二
二
八
事
件
」
が
発
生
し
た
直
後
だ

っ
た
。
同
年
四
月
、
国
府
は
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
を
廃
止
し
、
台
湾
省
政
府
に
改
組
し
、
陳
儀
は
更
迭
さ
れ
、
魏
道
明
が
新
た
に

省
政
府
主
席
に
任
命
さ
れ
た
。
五
月
に
は
陳
儀
は
台
湾
を
離
れ
、
魏
道
明
が
着
任
し
た
。
行
政
長
官
公
署
が
省
政
府
に
改
組
さ
れ
た

こ
と
に
と
も
な
い
、
教
育
処
に
属
し
て
い
た
国
語
推
行
委
員
会
も
独
立
機
構
に
改
め
ら
れ
た
。
六
月
、
魏
建
功
は
主
任
委
員
の
職
を

（
3
8
）

辞
し
、
副
主
任
委
員
で
あ
っ
た
何
容
が
主
任
委
員
に
昇
格
し
た
。
四
八
年
十
月
、
魏
建
功
は
北
京
大
学
に
戻
り
、
中
国
文
学
科
で
再

び
教
鞭
を
執
る
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

　
戦
後
台
湾
の
「
国
語
」
運
動
は
、
実
際
は
台
湾
接
収
前
に
国
府
が
計
画
し
た
台
湾
文
化
再
構
築
の
一
環
で
あ
る
。
魏
建
功
は
、
台

湾
調
査
委
員
会
と
い
う
早
い
段
階
か
ら
教
育
部
国
語
推
行
委
員
会
の
常
務
委
員
の
身
分
で
も
っ
て
調
査
委
員
会
の
兼
任
専
門
委
員
に

421



法学研究75巻1号（2002：1）

招
聰
さ
れ
、
台
湾
接
収
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
参
与
し
て
い
た
。
そ
し
て
台
湾
が
接
収
さ
れ
る
や
否
や
す
ぐ
に
台
湾
省
国
語
推
行
委
員

会
主
任
委
員
と
な
っ
た
彼
は
、
台
湾
の
「
国
語
」
運
動
の
責
任
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
魏
建
功
が
台
湾
で
「
国
語
」
運
動
を
展
開
す

る
際
に
最
終
的
理
想
と
し
た
の
は
、
中
国
新
文
化
運
動
の
基
本
理
想
i
言
文
一
致
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
台
湾
で
実
現
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
国
語
推
行
委
員
会
の
具
体
策
と
し
て
は
、
国
語
伝
習
者
を
訓
練
す
る
た
め
に
全
省
に
国
語
推
行
機
構
！
国
語
推

行
所
を
設
立
し
、
国
語
推
行
員
を
配
置
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
彼
に
は
、
国
音
の
標
準
を
樹
立
し
、
そ
れ
は
委
員
会
の
活
動
を
通
し
て

実
現
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
語
の
学
習
の
た
め
に
は
台
湾
語
を
回
復
さ
せ
る
べ
き
だ
と
も
考
え
て
い
た
。

　
彼
は
、
一
九
四
六
年
一
月
末
に
台
湾
に
赴
き
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
設
立
を
準
備
、
四
月
に
正
式
に
発
足
、
委
員
会
で
の
一
年

ほ
ど
の
活
動
を
経
て
、
四
七
年
六
月
に
辞
職
し
た
。
魏
建
功
が
委
員
会
に
在
任
し
た
の
は
た
っ
た
の
一
年
半
で
あ
る
。
し
か
も
当
時

の
状
況
は
困
難
を
極
め
、
効
果
が
す
ぐ
に
現
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
は
少
な
く
と
も
戦
後
台
湾
の
「
国

語
」
運
動
の
方
針
は
確
立
し
得
た
。
改
組
後
の
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
が
出
し
た
四
七
年
度
の
活
動
報
告
に
は
、
主
要
な
業
務
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
訓
練
工
作
　
①
各
県
市
の
国
語
推
行
員
の
集
中
訓
練
（
略
）

　
　
　
　
　
　
②
北
平
か
ら
台
湾
に
来
た
国
語
工
作
人
員
の
短
期
講
習
（
略
）

　
　
　
　
　
　
③
全
省
の
公
務
員
が
語
文
教
師
と
な
る
た
め
の
講
習

　
指
導
工
作
　
①
読
音
の
模
範
放
送
（
略
）

　
　
　
　
　
　
②
語
文
教
育
の
指
導
（
略
）

　
　
　
　
　
　
③
国
語
問
題
に
対
す
る
回
答
（
略
）

　
編
集
工
作
　
①
国
語
講
習
用
の
書
籍

　
　
　
　
　
　
②
国
語
の
会
話
教
材

　
　
　
　
　
　
③
国
語
を
推
進
す
る
た
め
の
参
考
用
の
書
籍
（
略
）
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④
注
音
国
語
文
選
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

⑤
国
語
台
湾
語
比
較
学
習
用
の
書
籍
（
略
）

　
こ
れ
は
、
完
全
に
魏
建
功
の
「
国
語
」
運
動
の
方
針
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
四
九
年
末
、
国
府
は
台
湾
に
移
る
が
、
そ
れ

以
後
も
こ
の
「
国
語
」
運
動
の
方
針
は
継
続
さ
れ
、
今
日
、
台
湾
で
は
す
で
に
「
言
文
一
致
」
の
目
標
を
達
成
し
て
い
る
。
そ
の
基

礎
は
魏
建
功
が
作
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
府
は
「
二
二
八
事
件
」
以
後
、
特
に
五
十
年
代
以
降
、
学
校
で
方
言
⊥
口
湾
語
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止

し
、
方
言
を
取
り
締
ま
り
、
消
滅
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
一
九
八
七
年
の
戒
厳
令
解
除
ま
で
、
こ
う
い
っ
た
国
府
の
言
語
政
策
が
続
い

た
。
魏
建
功
は
方
言
を
回
復
し
、
方
言
か
ら
国
語
を
学
習
す
る
よ
う
に
提
唱
し
た
の
だ
が
、
国
府
は
後
に
こ
れ
を
否
定
し
た
。
こ
の

こ
と
は
台
湾
内
部
に
深
刻
な
族
群
（
①
夢
三
。
讐
o
后
）
の
対
立
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

戦後台湾における「国語」運動の展開

（
1
）
中
華
民
国
国
民
政
府
は
台
湾
接
収
を
「
光
復
」
呼
び
、
そ
れ
に
は
「
再
度
の
領
有
」
と
か
「
祖
国
へ
の
復
帰
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ

　
る
。
】
方
、
帝
国
主
義
の
支
配
を
脱
し
、
自
ら
の
国
家
を
築
い
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
旧
植
民
地
の
植
民
地
離
脱
は
「
独
立
」
も
し
く

　
は
「
解
放
」
と
称
さ
れ
る
。
「
光
復
」
と
「
独
立
」
と
で
は
中
味
に
違
い
が
あ
り
、
戦
後
の
各
地
域
が
歩
ん
だ
歴
史
も
こ
の
違
い
に
起
因

　
す
る
。
詳
し
く
は
呉
密
察
「
台
湾
人
の
夢
と
二
二
八
事
件
－
台
湾
の
脱
植
民
地
化
1
」
（
『
近
代
日
本
と
植
民
地
』
八
巻
「
ア
ジ
ア
の
冷
戦

　
と
脱
植
民
地
化
」
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
2
）
　
本
論
で
い
う
台
湾
人
と
は
、
一
九
四
五
年
の
中
華
民
国
の
接
収
以
前
に
台
湾
に
今
日
中
し
て
い
た
住
民
の
こ
と
で
、
福
倦
人
（
福
建

　
系
）
、
客
家
人
（
広
東
系
）
及
び
台
湾
の
先
住
民
を
包
括
す
る
。
一
九
四
五
年
以
後
台
湾
に
来
た
者
に
つ
い
て
は
、
中
国
人
と
呼
ぶ
こ
と

　
に
す
る
。
一
九
四
六
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
台
湾
人
の
総
人
口
は
、
六
百
九
万
八
百
六
十
人
で
、
そ
の
う
ち
台
湾
人
が
六
百
五
万

　
六
千
百
三
十
九
人
（
う
ち
先
住
民
八
万
八
千
七
百
四
十
一
人
を
含
む
）
、
総
人
口
の
九
九
・
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
中
国
人
は
三
万
一
千
七
百
二
十
一
人
、
総
人
口
の
0
・
五
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
『
台
湾
省
通
志
稿
』
巻
二
人
民
志
、

　
人
口
篇
（
台
湾
省
文
献
委
員
会
、
一
九
六
六
年
）
四
二
頁
、
ご
｝
二
頁
。
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（
3
）
　
許
雪
姫
「
台
湾
光
復
初
期
的
語
文
問
題
ー
以
二
二
八
事
件
為
例
」
（
『
思
与
言
』
第
二
九
巻
第
四
期
、
台
北
・
思
与
言
雑
誌
社
、
一
九

　
九
一
年
十
二
月
）
一
五
八
頁
。

（
4
）
　
張
良
沢
「
台
湾
に
生
き
残
っ
た
日
本
語
ー
『
国
語
』
教
育
よ
り
論
ず
る
」
（
『
中
国
語
研
究
』
第
二
二
号
、
采
華
書
林
、
一
九
八
三
年

　
六
月
）
一
七
頁
。

（
5
）
　
呉
守
礼
「
台
湾
人
語
言
意
識
側
面
観
」
（
『
新
生
報
』
「
国
語
」
第
一
期
　
一
九
四
六
年
五
月
二
一
日
）
。
本
文
で
い
う
「
台
湾
語
」
と

　
は
、
当
時
の
呼
称
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
台
湾
語
と
は
、
概
ね
三
つ
の
語
系
に
大
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
福
建
語
、
広
東
語
、

高
砂
語
で
あ
る
。
福
建
語
を
話
す
の
は
台
湾
総
人
口
の
約
七
二
・
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
広
東
語
が
約
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
高
砂
語

　
が
約
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
。
さ
ら
に
福
建
語
は
ほ
ぼ
泉
州
語
（
三
七
・
七
％
を
占
め
る
）
、
潭
州
語
（
二
九
・
七
％
）
、
永
春
語

　
（
三
・
三
％
）
、
汀
州
語
（
0
・
九
五
％
）
、
福
州
語
（
○
・
六
一
％
）
、
龍
巌
語
（
O
・
三
六
％
）
、
興
化
語
（
〇
二
二
％
）
に
大
別
さ

　
れ
る
。
広
東
語
は
嘉
応
州
語
（
六
・
六
％
）
、
恵
州
語
（
三
・
四
％
）
、
潮
州
語
（
三
％
）
に
大
別
さ
れ
る
。
詳
細
は
、
鄭
啓
中
「
台
語
、

　
日
語
、
国
語
在
台
湾
」
（
『
和
平
日
報
』
、
一
九
四
六
年
五
月
二
一
日
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
）
　
国
府
は
一
九
三
二
年
に
「
国
音
常
用
字
彙
」
を
公
布
し
、
正
式
に
北
平
（
北
京
）
地
方
の
音
を
国
語
の
標
準
と
し
て
指
定
し
、
こ
れ

　
に
よ
っ
て
中
国
に
法
定
の
「
国
語
」
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
詳
細
は
黎
錦
煕
『
国
語
運
動
史
綱
』
（
上
海
、
商
務
印
書
館
、

　
一
九
三
四
年
）
、
村
田
雄
二
郎
「
『
文
白
』
の
彼
方
に
ー
近
代
中
国
に
お
け
る
国
語
問
題
」
（
『
思
想
』
八
五
三
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

　
五
年
七
月
）
。
台
湾
で
は
、
「
北
京
語
」
を
「
国
語
」
と
称
す
る
こ
と
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
中
国
大
陸
で
は
五
十
年
代
か
ら
「
国

　
語
」
を
「
普
通
話
」
と
改
め
た
。

（
7
）
　
彰
明
敏
・
黄
昭
堂
『
台
湾
の
法
的
地
位
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
）
五
二
～
五
五
頁
。

（
8
）
中
央
設
計
局
は
一
九
四
〇
年
十
月
一
日
に
設
立
さ
れ
、
戦
時
中
、
全
国
の
政
治
、
経
済
建
設
の
計
画
立
案
を
業
務
と
し
た
。
抗
日
戦

争
勝
利
後
、
撤
廃
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
張
希
哲
「
記
抗
戦
時
期
中
央
設
計
局
的
人
与
事
」
（
『
伝
記
文
学
』
二
七
巻
四
期
、
台
北
、
伝
記
文

学
雑
誌
社
、
一
九
七
五
年
）
三
九
～
四
四
頁
を
参
照
。

（
9
）
　
「
台
湾
調
査
委
員
会
工
作
大
事
記
（
一
九
四
四
年
四
月
～
一
九
四
五
年
四
月
）
」
（
陳
鳴
鐘
・
陳
興
唐
主
編
『
台
湾
光
復
和
光
復
後
五

年
省
情
（
上
）
』
（
南
京
、
南
京
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
四
～
二
頁
。

（
1
0
）
　
「
台
湾
接
管
計
画
綱
要
ー
三
四
年
三
月
四
日
侍
奉
字
一
五
四
九
三
号
総
裁
（
班
四
）
寅
元
侍
代
電
修
正
核
定
」
（
前
掲
『
台
湾
光
復
和
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光
復
後
五
年
省
情
（
上
）
』
）
四
九
～
五
七
頁
。

（
n
）
　
詳
し
く
は
同
右
、
四
九
頁
を
参
照
。

（
1
2
）
詳
し
く
は
同
右
、
五
三
～
五
四
頁
を
参
照
。

（
1
3
）
　
一
九
四
六
年
十
二
月
に
召
集
さ
れ
た
台
湾
省
参
議
会
第
一
期
第
二
回
大
会
で
、
陳
儀
と
公
署
秘
書
長
葛
敬
恩
は
「
開
会
式
で
の
講

話
」
及
び
「
施
政
総
報
告
」
の
中
で
は
じ
め
て
「
文
化
建
設
」
と
い
う
用
語
を
つ
か
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
は
「
文
化
建
設
」
は
用
い
ず
、

　
す
べ
て
「
心
理
建
設
」
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
掲
『
台
湾
光
復
和
光
復
後
五
年
省
情
』
（
上
）
、
一
一
二
七
頁
。
『
台
湾
省
参
議
会
第

　
一
届
第
二
次
大
会
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
施
政
報
告
』
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
、
一
九
四
六
年
、
一
頁
。
楊
聡
栄
「
従
民
族
国
家
的
模
式

看
戦
後
台
湾
的
中
国
化
」
『
台
湾
文
芸
』
第
一
三
八
期
（
台
北
、
前
衛
出
版
社
、
一
九
九
三
年
八
月
）
を
参
照

　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　ハ　　　　　　　　　　

20　19　18　17　16　15　∠＼　14

）　）　）　）　）　）　本　）

　
「
魏
建
功
」

（
21
）

（
2
2
）

　
日
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

「
民
國
三
十
五
年
度
工
作
要
領
　
　
三
十
四
年
除
夕
廣
播
」
『
陳
長
官
治
台
言
論
集
』
第
一
輯
（
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
宣
傳
委
員

一
九
四
六
年
）
四
一
～
四
五
頁

台
湾
省
行
政
長
官
公
署
編
制
『
中
華
民
国
三
十
六
年
度
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
工
作
計
画
』
（
一
九
四
七
年
）
四
頁

『
大
公
報
』
一
九
四
五
年
九
月
二
日

台
湾
省
行
政
長
官
公
署
教
育
処
編
『
台
湾
一
年
来
之
教
育
』
（
宣
傳
委
員
会
発
行
、
一
九
四
六
年
）
九
七
頁

何
容
等
編
撰
『
台
湾
之
國
語
運
動
』
（
台
湾
省
教
育
鹿
、
一
九
四
八
年
）
十
頁

同
L
　
一
一
頁

魏
建
功
の
生
平
に
つ
い
て
の
主
要
な
資
料
は
、
魏
至
（
魏
建
功
の
長
男
）
に
提
供
い
た
だ
い
た
「
魏
建
功
伝
略
」
、
お
よ
び
関
志
昌

　
　
（
『
民
国
人
物
小
伝
』
第
六
冊
、
台
北
、
伝
記
文
学
雑
誌
社
、
一
九
八
四
年
）
四
七
五
～
四
七
八
頁
に
よ
る
。

魏
建
功
の
遺
族
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
い
た
魏
建
功
の
未
刊
遺
稿
に
よ
る
。

魏
建
功
「
『
國
語
運
動
在
台
湾
的
意
義
』
申
解
」
『
現
代
週
刊
』
第
一
巻
第
九
期
（
台
北
、
現
代
週
刊
社
、
］
九
四
六
年
二
月
二
八

九
頁
魏
建
功
「
國
語
運
動
在
台
湾
的
意
義
」
『
人
民
導
報
』
（
一
九
四
六
年
二
月
十
日
）

前
掲
「
『
國
語
運
動
在
台
湾
的
意
義
』
・
申
解
」
十
二
頁

魏
建
功
「
國
語
運
動
綱
領
」
『
新
生
報
』
「
國
語
」
第
一
期
　
　
（
一
九
四
六
年
五
月
二
］
日
）
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（
2
6
）
　
魏
建
功
「
何
以
要
提
偶
従
台
湾
話
学
習
國
語
」
『
新
生
報
』
「
國
語
」
第
二
期
（
一
九
四
六
年
五
月
二
八
日
）

（
2
7
）
　
魏
建
功
「
台
語
即
是
國
語
的
一
種
」
『
新
生
報
』
「
國
語
」
第
五
期
（
一
九
四
六
年
六
月
二
五
日
）

（
2
8
）
　
「
台
湾
省
國
語
推
行
委
員
会
組
織
規
定
」
は
『
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
公
報
』
夏
第
一
〇
五
頁
至
一
二
〇
頁
（
一
九
四
六
年
四
月
一

　
五
日
）
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
を
参
照
。

　
　
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
、
戦
後
初
期
の
特
殊
な
行
政
体
制
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
「
軍
政
ご
兀
化
」
で
あ

　
る
。
す
な
わ
ち
、
陳
儀
が
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
行
政
長
官
と
台
湾
警
備
総
司
令
を
兼
任
し
た
こ
と
が
、
端
的
に
は
そ
れ
を
表
し
て
い
る
。

　
第
二
は
、
即
ち
、
専
制
行
政
と
委
任
立
法
で
あ
る
。
台
湾
の
政
治
制
度
再
建
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
行
政
長
官
公
署
制
度
は
、
省
政
府
委

員
の
合
議
制
を
と
る
中
国
各
省
の
行
政
制
度
と
は
異
な
る
。
行
政
長
官
公
署
行
政
長
官
は
、
国
府
よ
り
特
別
な
権
限
を
受
け
、
独
自
の
行

政
首
長
専
断
性
を
採
用
し
た
。
こ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
が
、
「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
組
織
条
例
」
第
一
条
の
「
台
湾
省
に
暫
定

的
に
行
政
長
官
公
署
を
設
け
、
行
政
院
の
下
に
置
く
。
行
政
長
官
一
人
を
置
き
、
法
令
に
よ
り
、
台
湾
全
省
の
政
務
を
統
括
す
る
」
の
規

定
で
あ
る
。
ま
た
、
台
湾
に
お
け
る
立
法
は
、
国
民
政
府
の
直
接
の
も
の
で
は
な
く
、
委
任
立
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、

　
「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
組
織
条
例
」
第
二
条
の
「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
は
そ
の
職
権
の
範
囲
内
で
署
令
を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
わ
せ
て
台
湾
省
単
行
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
戦
後
初
期
に
あ
っ
て
は
、
中
央
法
令
は
ど
れ

　
も
署
令
を
経
て
初
め
て
台
湾
に
適
用
さ
れ
た
。
行
政
長
官
は
、
台
湾
に
お
い
て
絶
対
的
な
立
法
権
を
委
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
台
湾

省
國
語
推
行
委
員
会
は
、
陳
儀
が
署
令
を
発
布
し
て
単
行
法
を
制
定
し
て
お
り
、
法
的
根
拠
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
9
）
　
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
会
名
簿
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　
　
主
任
委
員
　
　
魏
建
功

　
　
　
　
　
　
副
主
任
委
員
何
容

　
　
　
　
　
　
常
務
委
員
　
　
方
師
鐸
、
李
剣
南
、
齊
鐵
恨
、
孫
培
良
、
王
玉
川

　
　
　
　
　
　
委
員
　
　
　
　
馬
学
良
、
黎
錦
煕
、
林
紹
賢
、
聾
書
熾
、
瀟
家
森
、
徐
敲
賢
　
周
　
明
　
張
同
光
　
朱
兆
祥
　
沈
仲
章
、
曾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
培
、
葉
　
桐
、
厳
学
宕
、
呉
守
禮
、
王
潔
宇
、
王
　
炬

（
3
0
）
　
「
台
湾
省
行
政
長
官
公
署
教
育
処
工
作
報
告
（
一
九
四
六
年
五
月
）
」
前
掲
『
台
湾
光
復
和
光
復
後
五
年
省
情
』
（
上
）
三
六
四
～
三

　
六
六
頁
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戦後台湾における「国語」運動の展開

（
31
）
　
前
掲
『
台
湾
之
國
語
運
動
』
七
一
～
七
三
頁

（
32
）
台
湾
省
国
語
推
行
委
員
の
任
用
資
格
と
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
甲
、
国
内
外
の
教
育
学
部
、
或
い
は
文
学
部
の
卒
業
し
た
者
。

　
乙
、
師
範
ま
た
は
中
学
を
卒
業
し
、
教
学
の
経
験
を
有
す
る
者
。
丙
、
中
学
以
上
の
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
国
語
に
熟
達
し
て
い

　
る
者
。
丁
、
国
語
の
訓
練
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
、
或
い
は
国
語
を
話
す
地
区
で
成
長
し
た
者
。
」
「
台
湾
省
各
県
市
国
語
推
行
委
員
任

用
及
待
遇
辮
法
」
お
よ
び
「
台
湾
省
各
県
市
国
語
推
行
所
組
織
規
定
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
張
博
宇
編
『
台
湾
地
区
国
語
運
動
史
料
』

　
（
台
湾
、
商
務
印
書
館
、
一
九
七
四
年
）
七
四
～
七
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
3
）
　
「
注
音
符
号
十
八
課
」
は
、
注
音
符
号
を
厘
門
音
・
潭
州
音
・
泉
州
音
と
］
緒
に
対
照
さ
せ
た
も
の
で
、
全
部
で
九
回
（
一
九
四
六

年
五
月
二
八
日
～
七
月
二
三
日
）
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
客
家
音
と
対
照
さ
せ
た
も
の
は
五
回
（
一
九
四
六
年
八
月
二
八
日
～
九
月

　
二
四
日
）
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
詳
細
は
上
述
の
日
付
の
『
新
生
報
』
「
国
語
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
「
注
音
符
号
十
八
課
」
に
は
作

者
の
署
名
が
な
い
も
の
の
、
魏
建
功
の
長
男
魏
至
に
よ
れ
ば
、
魏
建
功
の
著
作
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ　　　　　　　　　　　　　　　　

38　37　36　35　34　
ん
だ
ん
と
北
京
に
帰
る
準
備
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
よ
う
に
促
さ
れ
た
か
ら
だ
。

　悪く

な
っ
た
の
で
、

（
3
9
）

首
峰
「
談
本
省
語
文
教
学
」
『
新
生
報
』
（
一
九
四
六
年
十
月
十
六
日
）

魏
建
功
・
郡
月
琴
「
通
訊
二
則
」
『
國
語
通
訊
』
第
二
期
（
出
版
日
不
明
・
一
九
四
七
年
頃
）

「
社
論
　
國
語
推
行
運
動
的
実
施
」
『
中
華
日
報
』
（
］
九
四
七
年
一
月
二
六
日
）

前
掲
『
台
湾
一
年
来
之
教
育
』
一
〇
〇
頁

魏
建
功
が
主
任
委
員
を
辞
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
魏
建
功
自
身
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
二
二
八
の
運
動
以
後
、
私
は
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
、
一
九
四
六
年
冬
、
北
京
に
居
た
時
、
北
京
大
学
当
局
か
ら
帰
っ
て
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
う
ど
台
湾
は
省
政
府
に
改
組
さ
れ
、
教
育
処
も
教
育
庁
に
改
め
ら
れ
、
『
国
語
会
』
に
対
す
る
態
度
も

　
　
　
　
　
　
一
層
主
任
委
員
を
辞
任
す
る
気
に
な
っ
た
の
だ
。
」
（
前
掲
の
未
刊
遺
稿
に
よ
る
）

張
博
宇
主
編
・
何
容
校
訂
『
台
湾
地
区
國
語
推
行
資
料
彙
編
』
（
中
）
（
台
湾
省
政
府
教
育
庁
、
一
九
八
八
年
）
五
六
～
六
一
頁

本
論
は
、
平
成
十
二
年
度
愛
知
大
学
研
究
助
成
の
成
果
で
あ
る
。
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